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�月の町長面談日
と　き　７月２４日（木）

午前10時～正午
ところ　役場４階特別応接室
※面談希望の人は役場総務課
内線413へご連絡ください。

フリーマーケット

宮古で開催します
宮古地区広域行政組合では、

フリーマーケットの出店者を募
集します。
�日時　８月３日（日）

午前10時～午後２時
�場所　みやこ広域リサイクル
センター
�出店料　無料
�募集店舗　30店
�申込先・問い合わせ　７月23
日までに宮古地区広域行政組
合みやこ広域リサイクルセン
ター（�63－7753）へどうぞ。

防潮堤工事に伴い

通行規制されます
山田漁港防潮堤工事に伴い、

次のとおり通行規制されます。
ご不便をお掛けしますが、皆さ
んのご協力をお願いします。
�場所　岩間海産水産加工場付
近（北浜地区・町道海岸線）
�期間　７月３日～来年３月31
日
�規制内容　終日車両通行止め
（歩行者は通行可能です）
�問い合わせ　宮古地方振興局
水産部漁港漁村課（�64－
2216）へどうぞ。

宮古で消防設備士

試験を実施します
�試験の種類　甲種１～５類、
乙種１～７類
�試験日　９月６日（土）
�会場　宮古地区広域行政組合
消防本部（宮古市五月町）
�受付期限　７月29日
�願書の請求先・問い合わせ
山田消防署（�82－3139）へ。

まちで出会ったかわいい笑顔

各種講習や講座

受講しませんか
危険物取扱者保安講習

�日時　９月８日（月） 給油
取扱所従事者…午前９時～
給油取扱所以外の従事者…午
後１時半～
�会場　宮古地区広域行政組合
消防本部（宮古市五月町）
�受講対象　平成12年４月１日
から13年３月31日までの間に
危険物取扱者免状を取得、ま
たは同保安講習を受講した人
�受講手数料　4,700円（岩手
県収入証紙）
�受付期限　７月31日
消防設備士試験準備講習会

�期日　第１回…８月１日、５
日～７日（全４日） 第２回
…８月12日、18日～20日（同）
�会場　岩手県防災保安協会
（盛岡市本宮）
�受付期限　７月25日
◇申込書の請求先・問い合わせ
山田消防署（�82－3139）へ。
やまだ音訳スクール
山田町社会福祉協議会では、

「やまだ音訳スクール」を開催
します。同講座では、視覚障害
者の方々が必要とする情報を、
音声により説明・解説する音訳
の正しい知識を学びます。
�日時　７月26日（土）

午前10時～午後３時
�場所　町保健センター
�定員　30名（定員になり次第
締め切ります）
�申込先・問い合わせ　７月18
日までに山田町社会福祉協議
会（�82－3841）へどうぞ。
子育てボランティア養成講座

�日時　７月17日、23日
午前９時～午後５時

�場所　町中央コミュニティセ
ンター
�対象者　子育ての経験のある
人や保育士の資格を持つ人、
子育てボランティアに関心の
ある人
�申込先・問い合わせ　７月９
日までに役場保健福祉課（内
線131）へどうぞ。

町の臨時職員を

一般募集します
町では期限付臨時職員を募集

します。選考方法は書類審査
（履歴書）と面接です。
�職種　一般事務補助
�募集人員　１人
�応募資格　町内に住所があ
り、パソコン操作のできる人
�賃金　日額5,400円
�任用期間　８月１日～11月30
日（必要がある場合には、１
回の更新があります）
�勤務場所　生活環境課
�申し込み方法　役場町民課、
役場各支所に備え付けてある
履歴書に必要事項を記入して
申し込んでください。
�申込期限　７月９日
�申込先　役場総務課
�問い合わせ　役場生活環境課
（内線223）へどうぞ。

岩手県学生会館の

短期入寮生を募集
財団法人岩手県学生援護会で

は、東京都豊島区にある「岩手
県学生会館」の短期入寮生を募
集します。首都圏の大学でのス
クーリングの際にお気軽にご利
用ください。
�入寮資格　首都圏の大学、短
期大学の主催する夏季、秋・
冬季スクーリングを受講する
岩手県在住の人
�入寮期間　１週間以上６週間
以内
�寮費　4,000円（１泊２食付）
�申込書の請求先　役場総務課
�申込先・問い合わせ　岩手県
学生会館（東京都豊島区要町
２－５－５　�03－3972－
4783）へどうぞ。

福祉用具に関する

相談受け付けます
岩手県長寿社会振興財団で

は、福祉用具や住宅改修に関す
る専門相談を受け付けています。
�日時　毎週火曜日

午前10時～午後４時
�内容　介護を必要とする方の
福祉用具の利用や住宅改修に
ついての専門的な相談
�相談方法　電話または来所
�問い合わせ　岩手県介護実
習・普及センター（盛岡市本
町通３－19－１　�019－
625－7490）へどうぞ。

国保税の２割軽減

申請は15日までに
町では、平成15年度国民健康

保険税２割軽減の申請を受け付
けています。これは所得が一定
以下の方を対象に、基礎課税の
平等割（年額28,000円）と均等割
（１人当り年額25,000円）、介護
納付金課税の均等割（40～64歳
の被保険者１人当り年額8,000
円）を、申請に基づいてそれぞ
れ２割減額するものです。対象
者には通知していますが、この
軽減を受けるためには、７月15
日までに「２割軽減申請書」を
提出しなければなりませんの
で、忘れずに提出してください。
�申請先・問い合わせ　役場税
務課（内線111）へどうぞ。

町長面談日を開催
と　き １０月１５日（月）

午前10時～正午
ところ　役場４階特別応接室
※面談希望の人は役場総務課
内線413へご連絡ください。

行政相談あります
と　き　７月１７日（木）

午前10時～正午
ところ　町中央コミセン
※行政について納得できない
ことなどご相談ください。


